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情報ア・ラ・カルト

人工透析のための
通院費助成制度

じん臓機能障がいにより、人工透析の
ために通院した交通費の一部を助成します。
対象期間　令和６年４～９月
対象（次の全てに該当する方）
①市内在住で人工透析を受けている
②通院距離が片道２㎞以上
③市税の滞納がない
申込　10月４日㈮まで。詳細は へ電話で。

　障がい者支援課　　　☎23・5158
　　丸子市民サービス課　☎42・1118
　　真田市民サービス課　☎72・2203
　　武石市民サービス課　☎85・2068

危険なブロック塀などの
除却に最大10万円補助します

ブロック塀などの倒壊による通行人の
被害を未然に防止するための補助制度です。
対象　 道路などに面した高さ80㎝を超える

ブロック塀などを全て撤去するもの
補助金額
　 避難路・避難地に面する場合は基準額の

３分の２以内（補助限度額10万円）
　※上記以外は基準額の２分の１以内
　　（補助限度額５万円）
対象者　土地の所有者
申込方法　事前に電話相談してください。
注意事項
　 補助金交付決定前に撤去などに着手した

場合は補助金の交付が受けられません。
　建築指導課　☎23・5430

奨学金等返還補助の
事前登録はお済みですか？

市では、市内に居住し奨学金
などの返還義務がある方が
以下の対象要件を満たす場合、
返還補助を行っています。
現在、令和６年４月１日以降、新たに雇用
された方の事前登録を受け付けています。
対象
●令和７年度末時点で、40歳未満の方
● 正規雇用者であって、期間の定めが

ない方
● 市が規定する「働き方改革に取り組む」

中小企業で就業している方
●市税に滞納がない方
詳しくは市ホームページをご覧ください。

　地域雇用推進課　☎26・6023

市ホームページ

家庭介護者慰労金を
支給します

対象（次の全てに該当する方）
① 令和５年11月１日～令和６年10月31日に

要介護３・４・５と認定された方を在宅
（同居）で介護した期間が180日以上ある方

② 介護者・要介護者ともに市内に住所を
有する方

③ 市税に滞納がない方（介護者）
　介護保険料に滞納がない方（要介護者）
支給金額　要介護者１人につき10万円
申請方法
　 該当と思われる方へ10月上旬に申請書を

郵送します。支給条件を確認し申請書
を記入のうえ、返送してください。
　高齢者介護課　　　　☎23・5131

　　丸子高齢者支援担当　☎42・0092
　　真田高齢者支援担当　☎72・4700
　　武石高齢者支援担当　☎85・2119

古着を回収します

家庭で不要となった衣類
（着用できるもの）を回収
します。お持ち込みの際は、
洗濯後、なるべくたたみ、
ビニール袋に入れてください。
日時／場所
●10月５日㈯ 10：00～11：30
　／真田地域自治センター 東側車庫
●10月10日㈭ 10：00～12：00
　／武石地域総合センター 西側駐車場
●10月19日㈯ 10：00～12：00
　／カインズ上田店
●11月16日㈯ 9：30～12：00
　／丸子文化会館 駐車場
回収品目　 古着（シャツ類、ズボン類 など）、

ぬいぐるみ など
　廃棄物対策課　☎22・0666

市ホームページ

10月は児童手当・
特例給付の支給月です

令和６年６～９月分の児童手当・特例給付
を10月10日㈭に指定口座に振り込みます。
通帳の記帳によりご確認ください。
お子さんが生まれたときや、18歳に達する
日以後の最初の３月31日までの児童を養育
している方が市内へ転入したときなどは、
申請手続きが必要です（公務員の方は勤務先
にお問い合わせください）。申請されて
いない方は、手続きがあるまで支給する
ことができませんので、早めの手続きを
お願いします。受給資格が分からない
など、不明な点がありましたらお問い
合わせください。

　子育て・子育ち支援課　 ☎23・5106
　　丸子市民サービス課　　☎42・1118
　　真田市民サービス課　　☎72・2203
　　武石市民サービス課　　☎85・2068

相続登記の申請が
義務化されました

令和６年４月１日以降、不動産
を相続した場合は、その取得
を知った日から３年以内に
相続登記の申請をすることが
義務になりました。令和６年
４月１日より前に不動産を
相続し、その取得を知って
いた場合も対象です。詳しくは
法務省ホームページをご覧
ください。

　長野地方法務局上田支局
　　☎23・2001
　　長野県司法書士会常設電話相談
　　☎026・232・6110
　　（平日 12：00～15：00）

（財産活用課）

法務省
ホームページ

相続登記の
申請に関する

ご案内

お知らせ

土屋陽一市長が直接市民の皆さんと懇談を行います。

日時　10月29日㈫ 17：00～19：30
場所　市役所本庁舎４階 第一応接室
内容　 市民の皆さんから市の政策、施策などに関するご意見を

市長が直接伺います。
テーマ　懇談のテーマは自由です。申込者が設定してください。
対象　市民（原則２人以上のグループ）
申込　10月18日㈮までに申込書（市ホームページにあり）を 窓口へ。

　秘書課　☎22・3435

市ホームページ

よ～ちゃんの市長対話室の開催
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